
仕事と治療の両立支援 制度セミナー  チェックリスト 

（動画と合わせてご利用ください） 

🄫2022 一般社団法人仕事と治療の両立支援ネット－ブリッジ 

ニーズ２『休職中の収入が気になるあなたへ』 

 

①【前編】収入を補う 

 

⚫ 会社経由で手続き 

 有給休暇 

 年次有給休暇（残   日・半日単位・時間単位） 

 

 病気休暇（ 有 → 有給・無給、   日 ・ 無 ） 

 

 失効年休積立制度（ 有 →残   日・ 無 ） 

 

 傷病手当金（健康保険） 

→ 制度別コンテンツ「健康保険③④ 傷病手当金（前・後編）」の動画へ 

 

 GLTD（団体長期障害所得補償保険）（ 有 ・ 無 ） 

 

 

⚫ 自己のリソース 

 民間加入の保険（→ 保険証券、保障内容の確認） 

（参考にどうぞ）国立がん研究センター「がん情報サービス」 

制度やサービスを知る ＞ がんとお金 ＞ 民間保険の仕組み 

https://ganjoho.jp/public/institution/backup/private_insurance.html 

 

 

⚫ 働きにくさが長期にわたり定着したとき 

 障害年金（後日、新たな動画で取り上げる予定） 

 

⚫ その他の公的制度 

 生活保護（自治体の保護課） 

 

 （参考情報）家計相談支援事業 

「自立支援相談」 + 「（自治体名）」で検索 

（似たような民間サービスもあるため、自治体の HP で施設名と場所をチェック！） 

 

 無利子の福祉貸付（自治体の社会福祉協議会） 

  

https://ganjoho.jp/public/institution/backup/private_insurance.html
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②【後編】支出を減らす 

 

⚫ 医療費の抑制 

 高額療養費制度（健康保険）→自分の適用区分（       ） 

→ 制度別コンテンツ「健康保険①② 高額療養費制度（前・後編）」の動画へ 

 

 医療費付加給付（健康保険組合・共済）（ 有 → 基準額：     円・ 無 ） 

 

 ひとり親家庭等医療費助成（自治体） 

 

⚫ 障害者手帳の助成（自治体の福祉課）→福祉サービスが受けられる 

 医療費助成 

 公共料金の割引 

 税負担の軽減 

 相談支援センターで相談可能 

国税庁「障害者と税」 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm 

 

⚫ 自己のリソース 

 住宅ローンの団体信用生命保険（→契約書で特約を確認） 

 

⚫ その他の公的制度 

 国民健康保険・年金の保険料納付減免 

 

日本年金機構＞国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 

 

 

 授業料の減免・奨学金 

文科省「学びたい気持ちを応援します」（中・高・大学生と保護者へ） 

https://www.mext.go.jp/kyufu/ 
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健康保険③「傷病手当金・前編」 

～ 傷病手当金の概要 ～ 

⚫ 支給要件 

 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 

 

 仕事に就くことができないこと 

 

 連続する３日間を含み４日以上仕事に就けなかったこと 

 

 休業した期間について給与の支払いがないこと 

 

 

⚫ 待期期間の考え方 

 

 

⚫ 支給額はどれぐらい？ 

 一日あたりの支給額を算出 →「標準報酬月額平均額」÷ 30日 × 2/3 

 

 

⚫ 支給期間はどれぐらい？ 

 支給開始日から通算して 1年 6ヶ月 

 

 

⚫ 注意事項 

 健康保険に加入している本人が対象（被扶養者は対象外） 

 

 市町村の国民健康保険には基本的にこの制度がない 

 

 健康保険組合によっては付加給付がある場合もある →ニーズ別動画２参照 

 

 原則として同じ病気に対して一回の支給 

 

 傷病手当金受給中、社会保険料免除はない 
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健康保険④「傷病手当金・後編」 

～ 傷病手当金の手続き ～ 

⚫ 申請方法・書類 

 申請者：被保険者（患者）本人 

 

 申請書類：「被保険者本人」「事業主」「療養担当者」の３者が様式に記入 

→保険者ごとに様式が異なる 

 申請タイミング：職場の給与締日単位 

 

 時効：2年 

 

 

⚫ 資格喪失後の継続受給（継続受給のための５つの要件） 

 退職日までに 1年以上継続して被保険者であること 

 

 退職日の時点で現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること 

 

 失業給付を受けていないこと 

 

 同一の傷病により、退職後も引き続き療養のために労務不能であること 

 

 労務不能期間が継続していること 

 


